
議案第１３１号  

指定管理者の指定につき議決を求めることについて  

上記の議案を提出する。  

令和７年１１月２７日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の指定につき議決を求めることについて  

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。  

 

１ 公の施設の名称 甲賀市勤労福祉会館  

２ 指定管理者   三重県亀山市関町新所１５７４番地１  

          合同会社萬屋マネジメントサービス  

          代表社員 久 保 徹 弥  

３ 指定期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



 

 

議案第１３１号参考資料  

施設

名称  

甲賀市勤労福祉会館  

所在

地 

甲賀市水口町北内貴１番地１  

  

面積  床面積 １０３１．２６㎡  

施設

内容  

１階  レストラン、厨房、和室、ラウンジ、事務室 他  

２階  客室（和室８室、洋室４室）、浴室、便所、ホール 他  
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施設全景                フロント 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和室 宿泊部屋             レストラン 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋室 宿泊部屋             宴会場 



議案第１３１号参考資料 

指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課： 商工労政課 ） 

１ 施 設 名 甲賀市勤労福祉会館 

２ 施 設 の目 的 
地域勤労者をはじめとする市民等の福祉増進を図るため、宿泊及び飲食等の提供 

を行う 

３ 施 設 の概 要 

所在地：甲賀市水口町北内貴１番地１ 

施設構造：鉄筋コンクリート造２階建  

床面積：１階 ５１６．７７㎡、２階 ４８７．７６㎡、塔屋  ２６．７３㎡  

施設内容:１階 レストラン、厨房、和室、ラウンジ、事務室 他 

       ２階 客室（和室８室、洋室４室）、浴室、便所、ホール 他 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和 ８年 ４月 １日 から 令和 １３年 ３月 ３１日（５年間） 

６ 管理業務内容 

運営に関する業務 

利用者受付業務、客室業務、飲食等提供業務、展示業務、広報宣伝業務、提案事 

業 

施設の維持管理に関する業務 

建築物・建築設備・備品等・駐車場・外構保守管理業務、清掃業務、植栽管理業務、

保安警備業務、環境衛生管理業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）                  ０  円 

（年間指定管理料）                    ０  円 

消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和 ７年 ７月 １１日 から 令和 ７年 ７月 ２５日（１５日間） 

９ 申 請 者 数         1 者 

10  

申 請 者（代

表者名） 

主たる事務所の所

在地 

１ 

（団体名・代表者名）合同会社 萬屋マネジメントサービス 代表社員 久保徹弥 

（所在地）三重県亀山市関町新所１５７４番地１ 

（設立年月日、事業概要） 

平成２９年４月３日 

・宿泊施設の運営 

・上記に附帯する一切の業務 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

倉田 幸夫 その他市長が適当と認める者      元行政職員、施設利用者 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者            社会保険労務士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者      元企業役員 

山本 治広 学識経験を有する者             中小企業診断士 

横川 悦子 その他市長が適当と認める者        元行政職員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 
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14 
指定管理者の 

候補者 
合同会社 萬屋マネジメントサービス 

15 選 定 委 員 会 
第２回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和７年８月２５日 

16 選 定 結 果 

第２回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和７年８月２５日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

合同会社 萬屋マネジメント

サービス 
１９６点 ２５０点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員５人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 
営業日の縮小や大学生を主なターゲットにする等、従来にない新しい事業計

画を立てられており、効率的な事業経営かつ宿泊数の増加が期待できる。 

令和７年８月２５日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲賀市勤労福祉会館」に関する指定管理者募集 
 

 

 

管理運営基準書 

（業務仕様書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和７年６月２日 

甲賀市
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基本書は、「甲賀市勤労福祉会館（以下「勤労福祉会館」という。）の指定管理者が

行う業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

勤労福祉会館は、勤労者をはじめとする市民等の福祉増進を図ることを目的に設置さ

れ、余暇活動の充実を図る場として特性等を踏まえた施設の運営や事業を展開するこ

と。 

また、常に利用者が安全・安心に利用できる施設であるよう、施設の適切な維持管理 

への対応も必要であるため、利用者への安全安心な管理運営を行うこと。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市勤労福祉会館 

 所在地  甲賀市水口町北内貴１番地１ 

 竣工時  平成２年 

 面積  延床面積：１０３１．２６㎡ 

 床面積： １階 ５１６．７７㎡ 

      ２階 ４８７．７６㎡ 

      塔屋  ２６．７３㎡ 

 構造等  鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 施設内容  レストラン     ８５．４㎡ 

 会議室（和室）       ５６畳 

事務室     １７．９㎡ 

 フロント      ９．８㎡ 

 厨房     ６９．９㎡ 

 配膳室     １５．４㎡ 

 前室     １９．３㎡ 

 客室（和室）     ８畳×６室 

 客室（和室）    １０畳×２室 

 客室（洋室）  ２４．７㎡×１室 

 客室（洋室）  ２４．８㎡×３室 

 リネン室・自販機室     １３．８㎡ 

 浴室・脱衣室     ７０．９㎡ 

 娯楽室     １１．３㎡ 
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 機械室     ２１．０㎡ 

 ラウンジ・廊下他    ２４７．０㎡ 

 便所       ３箇所 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休館日 

    指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

２）使用の許可 

指定管理者は、甲賀市勤労福祉会館条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行

うことができる。 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 

本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管理者の

収入とする。 

（２）利用料の設定 

利用料金は、甲賀市勤労福祉会館条例の規定に従い、以下の金額を上限とし、

市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

① 利用料金 

施設名 区分 金額（円） 

和室 

（１室につき） 

宿泊利用 

（１人当たり） 

１人利用 ６,５００ 

２人利用 ５,２００ 

３人利用 ４,９００ 

４人利用 ４,６００ 

時間利用 午前９時から午後１時まで ４,２００ 

午後１時から午後５時まで ４,２００ 

午前９時から午後５時まで ８,４００ 

洋室 

（１室につき） 

宿泊利用 

（１人当たり） 

１人利用 ７,８００ 

２人利用 ５,９００ 

３人利用 ５,２００ 

備考 １ 宿泊利用の場合において、小学生未満で独立して寝具を使用しないときは無料 

とする。 

   ２ 時間利用の場合における利用料には、飲食に係る費用は含まない。 

   ３ 時間利用が可能な和室は、１階和室に限る。 
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② 利用者が利用を取り消しするときの納付額 

宿泊の取消日 当日 前日 ７日から２日前まで 

キャンセル料比率 １０割 ５割 ２割 

 

４）減免規定 

減免に関する事項は、市と指定管理者の協議において定めるものとする。 

 

５）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、又は発令されるこ

とが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、甲賀市産業経済部商工

労政課（以下「商工労政課」という。）との円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒態勢をとったときから必要と認められる都度、商

工労政課に対して被害状況等を報告すること。 

３ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏ら

してはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）」を遵守し、適正な管理を行い、遺漏、紛失、棄損等の

ないよう必要な措置を講じなければならない。 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三者

へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する 

法令等を遵守すること。 

（１）建築基準法 

（２）建設業法 



4 

 

（３）都市計画法 

（４）労働基準法 

（５）労働安全衛生法 

（６）電気事業法 

（７）水道法 

（８）下水道法 

（９）水質汚濁防止法 

（10）消防法 

（11）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（12）個人情報の保護に関する法律 

（13）資源の有効な利用の促進に関する法律 

（14）エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

（15）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

（16）身体障害者福祉法 

（17）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

（18）甲賀市勤労福祉会館条例 

（19）甲賀市下水道条例 

（20）甲賀市公共下水道使用料条例 

（21）甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（22）旅館業法 

（23）滋賀県旅館業法施行条例 

（24）食品衛生法 

（25）食品安全基本法 

（26）その他の関連法規等 

なお、上記に関する全ての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本業務

を行うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令等についても遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任すること。 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 利用者受付業務 

２ 客室業務 

３ 飲食等提供業務 

４ 展示業務 
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５ 広報宣伝業務 

６ 提案事業 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 建築物保守管理業務 

２ 建築設備保守管理業務 

３ 備品等保守管理業務 

４ 駐車場保守管理業務 

５ 清掃業務 

６ 外構保守管理業務 

７ 植栽管理業務 

８ 警備業務 

９ 廃棄物処理業務 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に留意した

上で、適切な業務の実施に努めること。 

１ 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

２ 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応する 

こと。 

３ 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上への反映に努め

ること。 

 

２）利用者受付業務 

  （１）予約受付業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の予約（以下「予約」という。）の受

付業務を実施すること。 

１ 予約受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報（代表者、人数、

利用日等）を正確に把握し、予約台帳等において適正に管理すること。 

２ 予約は、インターネット等を利用した円滑かつ確実な方法をとること。 

３ 予約のキャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間で可能

な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に行うこと。 

４ 利用しようとする者に対する指定管理者の承認は、特別の理由がある場合以

外は申し込み順によるものとする。 
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５ 予約状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じて利用予定者

に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、無断キャンセル等の防止に努

め、本施設の有効活用に努めること。 

  （２）フロント受付業務 

    主に以下の点に留意した上で、適切なフロント受付業務を実施すること。 

    １ フロント受付業務の実施時間を明確に設定すること。 

    ２ 宿泊利用者の人数等を勘案し、常に円滑かつ確実なフロント受付業務が実施 

できるよう、適正な人員を配置すること。 

    ３ 宿泊利用者に対しては、利用者名簿への記入を受け、適正に管理すること。 

    ４ 宿泊利用者に対し、本施設の利用に関する必要事項の説明を行うこと。 

３）客室業務 

    主に以下の点に留意した上で、宿泊利用者が本施設を快適に利用することがで 

   きるよう、適切な客室業務を実施すること。 

   １ 宿泊の事前に客室の清掃及び物品等の整理を行い、また必要な消耗品等の補充 

     を行った上で、良好な清潔な状態を確保すること。 

   ２ 宿泊利用者が、本施設を衛生的、快適に利用することができるよう、適切なリ 

ネン業務を実施すること。 

   ３ 連泊される利用者に対しては、申し出により、シーツ等のリネン類の交換を行 

うこと。また、客室の清掃も同様とする。 

４）飲食等提供業務 

    主に以下の点に留意した上で、利用者が宿泊（素泊まりを除く）に伴う食事、及 

   びその他の食堂の利用が快適かつ衛生的に行われるよう、適切な食事提供業務を実 

   施すること。 

   １ 業務の実施に先立ち、食品衛生責任者を設置し、市に食品衛生責任者証の写し 

     を提出すること。 

   ２ 食材、食器、調理器具その他厨房関係は常に清潔な状態に保ち、適切な安全衛 

     生の確保を行うこと。特に食材に関しては、適切な温度管理、鮮度管理を行う 

こと。 

   ３ 素泊まりを除く宿泊に伴う食事の提供に際しては、提供する時間帯等を予め利 

用者に周知した上で実施すること。 

５）展示業務 

指定管理者は、本施設において定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客

を積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ
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等を踏まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、現状の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示

替え・企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、

展示サービス、利用者満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等

の展示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。 

６）広報宣伝業務 

本施設が公の施設として広く利用者に利用していただけるよう、インターネット

やマスコミ及び地域の情報紙などを活用し、本施設の情報を発信する等、適切な広

報宣伝業務を実施すること。 

７）提案事業 

指定管理者は、施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を実施するこ

とができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と協議の上、承認を得

ること。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用することができる。

提案事業で得た収入は、当該提案事業経費又は指定管理経費に充てるものとする。

なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認められる内容の事業提案につ

いては、市が当該事業の実施を認めないことがある。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

１ 点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及び指

触等により行うものとする。 

２ 浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、直

ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度に応急

措置を講じ、市と協議の上、さらに適切な措置を執ること。 

３ 劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、特に

注意して点検を行うこと。 

４ 本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこと。 



8 

 

２）建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検、及び法定点検等を

実施するものとする。 

（１）運転・監視 

各運動施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効

率的に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対応

（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、設備系統ごとに定期的に必

要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切な

対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

３）備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

４）駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場を常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

１ 車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理等を

行うこと。 

２ 常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、必要

な点検・清掃を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

３ 積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

５）清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。
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なお、客室の清掃に関しては客室業務の一部として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。なお、浴場に関する衛生管理業務は別途その内容を規定する。 

１ 業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に有害

な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

２ 清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

３ 害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業するこ

と。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

４ 業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JISマーク商品等）

を用いること。 

５ 本施設で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積するこ

と。 

６）外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

１ 外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

２ 部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・修

繕を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要な場合は、

適切な応急措置をとること。 

７）植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 

１ 利用者の安全を確保するとともに景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数等

を検討して作業を行うこと。 

２ 植物の良好な生育を保つため、病害虫防除や施肥など必要な作業を適切に行う

こと。なお、作業にあたっては利用者の安全確保を考慮すること。 

３ 枯損木や枯損枝は、早期発見に努めるとともに事故の原因となるようなものに

ついては速やかに処理を行うこと。 

８）保安警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、夜間の定期的巡回やその他機械警備等、適切な警備業務を実施すること。 
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９）環境衛生管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

１ 清掃業務において集積した廃棄物を本施設外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」等の関係法令等に準じて、許可業者との契約の上、適正に処理

すること。 

２ 空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、資源

の再生化に努めること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ。 

３ 施設の管理運営上必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得ること。 

４ 配置する職員等の確保、職員研修。 

５ その他指定管理業務を実施するための準備。 

２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中において当初の計

画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その内容を市長に提出し、予め

承認を得ること。 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を作成し、

速やかに商工労政課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 
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２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は商工労政課へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるも

のとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、指定管理

者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の詳

細は、協定にて定めることとする。 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力するこ

と。 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

２）公租公課 

    本業務の実施に関連して生じる公租公課は、別段の定めがある場合を除き、指定 

管理者の負担とする。 

３）修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、商工労政課に報告を行ない、対処方法
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等に関し商工労政課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、１００万円未満の修繕で、年間累計が２０

０万円までは指定管理者の負担とし、その金額を超える修繕は市が負担することと

する。ただし、指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担と

する。 

４）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有する動

産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険料は、市が支払う指定管理委託料に含まれるものとするが、

保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請

にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

５）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委託内容等

を記載すること。委託業者が決定した場合は、月業務報告書等により、請け負わせ

た者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

６）自主事業 

指定管理者は、施設の利用者が本施設を快適に利用することができるよう、物品

販売や自動販売機の設置・運営等、効果的な自主事業を実施することができる。自

主事業を実施しようとする場合は、予め自主事業に関する業務計画書を商工労政課

に提出し、協議の上、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管理施設を

使用する場合は、本施設管理条例に基づく使用許可又は甲賀市公有財産事務取扱規

則に基づく行政財産の使用許可を受け、その使用料も指定管理者が負担すること。 

７）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、商工労政課と

協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



議案
番号

公の施設の名称 指定候補者 指定期間 事業者 公募・非公募

甲賀市水口町本町二丁目２番３７号

一般社団法人水口岡山城の会

甲賀市水口町古城が丘２番地７

古城が丘区

甲賀市土山町鮎河１２１２番地１

羽ばたけ鮎河自治振興会

甲賀市甲賀町神保２１０２番地

佐山学区自治振興会

甲賀市甲南町深川１９６２番地

甲南駅を育てる会

甲賀市甲賀町相模１２４番地７

公益財団法人甲賀創建文化振興事業団

甲賀市土山町大河原１０８７番地

大河原区自治会

甲賀市土山町大河原１０８７番地

大河原区自治会

甲賀市甲賀町小佐治２１２１番地１

小佐治区自治会

甲賀市信楽町牧７２番地３

牧区

甲賀市信楽町柞原１６４番地１号

柞原区

甲賀市信楽町田代３１６番地

有限会社秀明ナチュラルファーム

甲賀市土山町青土１０１番地７

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会

甲賀市甲賀町相模４５１番地

鹿深ふれあい市運営組合

甲賀市土山町大河原１１０４番地

株式会社かもしかリゾート

甲賀市水口町北内貴１番地１

碧水観光株式会社

三重県亀山市関町新所１５７４番地１

合同会社萬屋マネジメントサービス

議案第１１５号～議案１３１号参考資料

指定管理者指定議案一覧表

118 甲賀市佐山コミュニティセンター

1 115
甲賀市水口東部コミュニティセン
ター

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

12 126
甲賀市生産物直売・食材供給施設
田代高原の郷

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

9 123 甲賀市甲賀もちふる里館
令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続

122 甲賀市大河原ふれあいホール
令和　８年　４月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

継続

非公募10 124
甲賀市雲井地区農村活性化セン
ター

令和　８年　４月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

継続

非公募

6

令和　８年　４月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

新規 非公募

4
令和　８年　４月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

非公募

120 甲賀農村環境改善センター
令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続 非公募

新規 非公募

継続
公募

（１者）

5 119 甲賀市甲南駅南口第２駐車場
令和　８年　２月　１日から
令和１０年　３月３１日まで

新規

3 117 甲賀市鮎河コミュニティセンター

2 116
甲賀市水口北部コミュニティセン
ター

継続
公募

（１者）

非公募

13 127 リップル"Cha-Cha"
令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続 非公募

7 121 大河原ふれあい広場
令和　８年　４月　１日から
令和１１年　３月３１日まで

継続

継続

11 125
甲賀市農林漁家婦人活動促進施設
柞原会館

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続 非公募

非公募

非公募

8

非公募

15 129
甲賀市かもしか荘・甲賀市あいの
土山都市との交流センター

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続 非公募

14 128 鹿深ふれあい市四季菜館
令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続

17 甲賀市勤労福祉会館
令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続
公募

（１者）
131

公募
（１者）

16 130
甲賀市勤労青少年ホーム・甲賀市
共同福祉施設

令和　８年　４月　１日から
令和１３年　３月３１日まで

継続



自 至
延べ利用者
人数

利用料金
収入

指定管理料 その他収入 収入計 支出計 収支
Ⅰ　業務
の履行状
況

Ⅱ　サー
ビスの質

Ⅲ　継続
性・安定
性

Ⅳその他
施設の特
性

総合

115
甲賀市水口東部コミュニ
ティセンター

一般社団法人
水口岡山城の会

コミュニティーセン
ター条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 市民活動推進課 継続 1,704 108,100 1,145,000 982 1,254,082 1,254,082 0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・仕様書・協定書に基づき、設備の維持管理や利用
者への対応など適切に対応をいただいている。
・施設の老朽化が進む中、限られた予算のなかで工
夫して対応をいただいているが、将来的な水口地域
の施設整備計画も踏まえ、今後の設備更新を検討
する必要がある。

116
甲賀市水口北部コミュニ
ティセンター

古城が丘区
コミュニティーセン
ター条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 市民活動推進課 継続 2,342 129,700 1,316,000 5,937 1,451,637 1,451,637 0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・仕様書・協定書の内容に基づき適切に管理を実施
しており、照明のLED化などの設備更新については、
毎年計画的に取替を行っている。
・高齢者の利用が多い中、新型コロナウイルス・イン
フルエンザ感染症拡大防止のための対策実施を努
めて行っている。
・応急処置で対応している軒樋のジョイント雨漏れな
ど施設老朽化に伴う修理対応や高齢者の利用に配
慮した設備の更新（トイレの洋式化など）が今後の課
題である。

120
甲賀農村環境改善セン
ター

公益財団法人
甲賀創健文化振興事業
団

農村環境改善セン
ター条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 4,058 174,150 3,616,000 0 3,790,150 3,876,119 ▲85,969 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・施設の改修のため、利用者数、施設使用料が、改
善センターの多目的ホール、和室、農産加工室、他３
部屋を貸し出しを行わず、運営をいただいた。

121 大河原ふれあい広場 大河原区自治会 農村公園条例 令和5年4月1日 令和8年3月31日 農村整備課 継続 1,842 736,800 132,000 124,375 993,175 993,175 0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・おおむね適正に管理されている。施設譲渡につい
ては地元と協議を行っている。

122
甲賀市大河原ふれあい
ホール

大河原区自治会
農村集落センター
条例

令和5年4月1日 令和8年3月31日 農村整備課 継続 318 0 0 532,930 532,930 532,930 0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・おおむね適正に管理されている。施設譲渡につい
ては地元と協議を行っている。

123
甲賀市甲賀もちふる里
館

小佐治区自治会
農村集落センター
条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 2,131 0 0 470,600 470,600 1,095,400 ▲624,800 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・もち工房と併設のため、委託等が併せて行われて
おり、不明瞭な部分がある。

124
甲賀市雲井地区農村活
性化センター

牧区
農村集落センター
条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農村整備課 継続 1,724 62,500 0 2,682,260 2,744,760 2,744,760 0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・おおむね適正に管理されている。施設譲渡につい
ては地元と協議を行っている。

125
甲賀市農林漁家婦人活
動促進施設柞原会館

柞原区
農村集落センター
条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 1,352 3,000 0 809,749 812,749 792,842 19,907 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・小原地域市民センターが施設内に間借りしていた
が、市民センターは撤退し自治振興会が間借りされ
ており、施設管理が複雑になっている。

126
甲賀市生産物直売・食
材供給施設田代高原の
郷

有限会社
秀明ナチュラルファーム

農村集落センター
条例

令和5年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 5,551 0 0 634,610 634,610 737,602 ▲102,992 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・蕎麦屋は順調に推移している。
・農産物の販売ができていなかったため今後の改善
に期待する。

127 リップル"Cha-Cha"
一般財団法人
土山町緑のふるさと振
興会

農産物販売施設条
例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 705 0 1,117,000 489,950 1,606,950 1,256,035 350,915 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・特産品の販売や施設のPR等を行い、集客力の向
上を目指している。

128
鹿深ふれあい市　四季
菜館

鹿深ふれあい市運営組
合

農産物販売施設条
例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 農業振興課 継続 3,700 0 0 42,538 42,538 51,531 ▲8,993 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・集客に関し施設のＰＲ強化の検討が必要と思われ
る。

129 甲賀市かもしか荘
株式会社
かもしかリゾート

かもしか荘条例 令和3年4月1日 令和8年3月31日 観光企画推進課 継続

129
甲賀市あいの土山都市
との交流センター

株式会社
かもしかリゾート

あいの土山都市と
の交流センター条
例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 観光企画推進課 継続

・例年に比べ夏季冬季の気温上昇や積雪により、臨
時休業やキャンセルが続いたため売上高が落ち込
む結果となったが、施設は適正に施設運営されてお
り、利用者からは高評価をいただいている。

Ｂ Ｂ Ｂ27,085 Ｂ Ｂ120,401,91532,013 101,696,000 0 18,733,000 120,429,000

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

議案第115号～議案第131号　参考資料　

令和６年度　指定管理業務評価結果

議案番号 施設名 指定管理者 設置管理条例

指定管理期間

所管課
新規
・
継続

利用状況等（人・円） 公共サービス履行等に関する評価項目（分類）
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自 至
延べ利用者
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利用料金
収入

指定管理料 その他収入 収入計 支出計 収支
Ⅰ　業務
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況

Ⅱ　サー
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Ⅲ　継続
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性
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施設の特
性

総合

総合コメント
特記事項等
（成果・課題）

令和６年度　指定管理業務評価結果

議案番号 施設名 指定管理者 設置管理条例

指定管理期間

所管課
新規
・
継続

利用状況等（人・円） 公共サービス履行等に関する評価項目（分類）

130
甲賀市勤労青少年ホー
ム・
甲賀市共同福祉施設

碧水観光　株式会社
勤労青少年ホーム
条例・共同福祉施
設条例

令和3年4月1日 令和8年3月31日 商工労政課 継続 30,359 5,577,350 8,500,000 3,770 14,081,120 9,125,267 4,955,853 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・施設が老朽化する中、本課とその都度相談しなが
ら修繕を実施しつつ問題なく施設管理をしていただ
いた。
・光熱水費の高騰や施設全体の経年劣化が著しい
ため、今後修繕費等でさらなる支出を要する可能性
が見込まれる。

131 甲賀市勤労福祉会館 碧水観光　株式会社 勤労福祉会館条例 令和5年4月1日 令和8年3月31日 商工労政課 継続 15,647 29,789,307 0 65,969 29,855,276 39,189,593 ▲9,334,317 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・前年度と比べ利用者数が増加した一方で、光熱水
費の高騰や各種施設維持管理関連業務等の費用高
止まりの影響を受け、収支が赤字となった。
・施設全体の経年劣化が著しいため、今後修繕費等
でさらなる支出を要する可能性が見込まれる。
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議案第１３２号 

 財産の無償貸付けの相手方の変更につき議決を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

   令和７年１１月２７日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴 



   財産の無償貸付けの相手方の変更につき議決を求めることについて 

 令和３年６月２９日議決を得た財産の無償貸付けにおける貸付の相手方を変更す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の

規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 貸付けの相手方 

変更前の相手方 滋賀県東近江市南菩提寺町５７０番地２ 

        デザインサーファーズ株式会社 

        代表取締役 楠亀 早苗 

変更後の相手方 滋賀県甲賀市土山町鮎河１２０１番地 

         株式会社ＮＩＮＪＡ ＬＩＮＫＳＳ 

代表取締役 樋口 展生 



1 

 

議案第１３２号参考資料 

事業者の概要 

商   号：株式会社ＮＩＮＪＡ ＬＩＮＫＳＳ 

代 表 者：代表取締役 樋口 展生 

所 在 地：滋賀県甲賀市土山町鮎河１２０１番地 

資 本 金：６２，５００千円 

主 な 事 業：○ドローンパイロットを育成するスクール事業 

○ドローンスクールのフランチャイズ事業 

○ドローンを活用した農薬散布事業 

〇ドローンの販売・メンテナンス事業 

〇農業用ドローン導入・運用にかかるコンサルティング事業 他 

活 用 内 容：○ドローンのプロパイロット育成 

      ○企業のイノベーションラボ（サテライトオフィス） 
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議案第１３２号参考資料 

無償貸付けの概要 

１ 無償貸付けする物件 

区分 土地、建物及び建物の附属物並びに構築物 

所在 甲賀市土山町鮎河字モタレ 

（土地） 

地 番 地 目 地 積 

１０５０番 学校敷地 ５８７㎡ 

１０５２番 学校敷地  ５４１㎡ 

１１７７番５ 学校用地  ２７５㎡ 

１１７７番６ 学校用地  １２４㎡ 

１１７９番１ 学校用地  ５０㎡ 

１１８０番１ 学校用地 ４６２㎡ 

１１８０番２ 学校用地 １２２㎡ 

１１８１番２ 学校敷地  １，００３㎡ 

１２０１番 学校敷地  ４，２９０㎡ 

１２０６番 宅地 ５１９．８２㎡ 

１２０７番１ 宅地 ２１８．１８㎡ 

（建物） 

名 称 構 造 延床面積 

旧校舎 鉄筋コンクリート造 ２，２２６㎡ 

屋内運動場 鉄筋コンクリート造 ６３５㎡ 

旧教職員住宅 木造 ７９㎡ 

プール附属棟 鉄骨造 ３５㎡ 

（建物の附属物） 

建物に附属する倉庫、電気設備、給配水設備及びその他の設備 

（構築物） 
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名 称 構 造 延床面積 

プール コンクリート製プール ２７５㎡ 

 

２ 無償貸付けの期間 令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで 

 



令和 7年(2025 年)12 月  日 

（※議決日を想定） 

 

 

 

旧鮎河小学校施設利活用事業における施設使用貸借権等の承継について（同意書） 

 

 

 

デザインサーファーズ株式会社の破産手続き開始（事件番号 大津地方裁判所彦根支部

令和６年（フ）第１９４号（令和６年１０月１日成立）に伴い、旧鮎河小学校施設利活用

事業基本協定書（令和３年５月６日）及び普通財産使用貸借契約書（令和３年５月１７

日）により同社が有していた旧鮎河小学校施設利活用事業における一切の権利及び義務に

ついては、株式会社ＮＩＮＪＡ ＬＩＮＫＳＳ（本店所在地：滋賀県甲賀市土山町鮎河 

１２０１ 法人番号：5160001023070）が承継することに同意します。 

 

 

 

（施設所有者）滋賀県甲賀市水口町水口６０５３番地 

甲賀市長         岩 永 裕 貴 （印） 

 

（事 業 者）滋賀県甲賀市土山町鮎河１２０１番地 

             株式会社ＮＩＮＪＡ ＬＩＮＫＳＳ 

 代表取締役        樋 口 展 生 （印） 

 

（破産管財人）滋賀県彦根市大東町９番地１６ 

弁護士          上 野 心 太 郎 （印） 

 

（立 会 人）滋賀県甲賀市土山町鮎河１２１２番地１ 

             旧鮎河小学校活用運営推進委員会委員長 

             鮎河学区区長会区長会長  越 山 末 男 （印） 

（案） 議案第１３２号参考資料 
















































